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大学を卒業して帰ってきました。補助金は受けられますか？ 

 

要件を満たす方は補助を受けることができますが、補助金の上限額が異なりますのでご注意 

下さい。（補助金の上限額は「転入してから 12 月までの居住月数」×「２万円」になります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰り上げ返済金も補助の対象に含まれますか？ 

 

繰り上げ返済金も補助の対象になります。補助金の額は、「①補助対象者が１～12 月の間に 

返済した合計額を２で除して得た額」と「②南あわじ市に居住している月数×２万円（最大 

24 万円）」を比較して少ない方の額（千円未満切り捨て）になります。 

    ◆１月から 11 月まで 5 千円ずつ返済し、12 月に１０万円を繰り上げ返済した場合 

     ① １年間に返済した額（155,000 円）÷２＝77,500 円  

    ② 居住月数（12 月）×２万円＝240,000 円  

      ⇒ ①＜②となり、補助金の額は 77,000 円（1,000 円未満は切り捨て）になります。 

◆1２月に転入し、同月に繰り上げ返済額を含め 20 万円を返済した場合 

     ① １年間に返済した額 200,000 円÷２＝100,000 円  

② 居住月数（１月）×２万円 ２0,000 円 

⇒ ①＞②となり、補助金の額は ２0,000 円になります。 

 

補助金申請をした後、結婚して 2 人暮らしを始めました。補助金はどうなりますか？ 

 

補助金の申請時を基準として要件の審査を行っています。このケースでは、申請時に 

確認した世帯構成が変更されましたので、変更後の世帯構成で改めて審査を行うことに 

なります。変更後の世帯構成では所得等の要件を満たさないことが分かった場合、変更 

するまでの期間を対象として補助金が算定されます。 

なお、申請日の時点で既に要件を満たさない場合は、補助対象期間中（1 月～12 月） 

に要件を満たす期間があったとしても、その期間を含め補助金の交付を受けることがで 

きません。 

〇次年度以降に対象要件が満たされる場合は、60 か月の範囲内で補助金を受けることが 

できますので、改めて申請を行ってください。 

〇補助申請期間前（１月～５月）に世帯構成変更があった場合は、この限りではありません。 
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様式第１号(第６条関係) 

（表） 

年 月 日  

 

  南あわじ市長 様 

                        申請者 住 所 〒

氏 名   

連絡先   

 

奨学金等返済支援事業補助金交付申請書兼誓約書 

 

南あわじ市奨学金等返済支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

なお、交付申請にあたり、次のとおり誓約し、及び同意します。 

  

交付申請額        （ 回目） 

卒業等した学校・学部名 

卒業者等氏名 続柄 

 

１ 誓約事項 

⑴ 市内に３年以上定住する意思があり、市税等の滞納はなく、今後も滞納しません。 

⑵ 対象世帯の構成員は、南あわじ市暴力団排除条例（平成 25 年南あわじ市条例第 12 号）第２項 

第２号に規定する暴力団員ではありません。 

⑶ 奨学金等返済に係る補助を他に受けている場合は関係書類を提出します。 

⑷ 南あわじ市補助金等交付規則第 16 条の規定により交付決定が取り消された場合は、同第 17 条 

の規定により速やかに補助金を返還します。 

 

２ 同意事項 

申請内容を確認するために必要な住民登録情報、戸籍情報、市税等の滞納情報、暴力団との関係の 

有無を含む調査を市職員が必要に応じて実施することに同意します。 
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✔ 

✔ 

✔ 

 

 

（裏） 

 

３ 貸与・貸付の状況（令和 年 月 日時点） 

 

   

４ 他の補助制度の活用    

□ 有（雇用主による）   補助金額（月額     円／年額       円） 

□ 有（他制度による） 補助金額（月額     円／年額      円） 

□ 無 

 

５ 勤務状況（労働契約の有無） 

□ 有（正社員・パート・アルバイト）□ 無（自営業、農業・漁業等） 

 

６ 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

奨
学
金 

貸  与  機  関 □日本学生支援機構 □（          ） 

貸  与  総  額 2,400,000 円 返済残高総額 710,000円 

月賦返済回数    180 回 月賦返済残回数    50 回 

対  象  経  費 156,000 円（１月１日～12 月 31 日までの返済予定額） 

貸
付
金 

借  入  機  関  

借  入  総  額       円 返済残高総額      円 

返  済  期  間         年  月  ～     年  月まで 

対  象  経  費           円（１月１日～12 月 31 日までの返済予定額） 

必 

要 

書 

類 
共 通 

□ 対象世帯の構成員に係る世帯全員の住民票の写し（続柄記載かつ発行日

から１月以内） 

□ 卒業等を証する書類の写し 

□ 就労証明書（様式第２号）又は就労申出書兼誓約書（様式第３号） 

□ 対象世帯の構成員に係る課税証明書（直近年度のもの） 

□ その他の奨学金等返済に係る補助金を受けている場合、補助内容の詳細

が確認できる書類 

□ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

奨学金 

□ 奨学金を貸与した機関が発行する奨学金の貸与を証する 

書類 

□  奨学金の返済計画が分かる書類 

貸付金 

□ 借入申込書等の写し（保護者等が申請する場合は、当該貸 

付金が子等のために貸与されたことが分かる書類に限る） 

□ 貸付金の返済計画が分かる書類 
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